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♦販路開拓や業務効率化で補助金を活用しませんか！ 
～小規模事業者持続化補助金対策セミナー～ 

日時：令和４年８月４日（木）<昼の部>14時～16時 <夜の部>18時～20時 
場所：鳥栖商工会議所２階 研修室 
内容：当補助金を活用して、販路開拓に取組みませんか！？メニューは大きく 6つあ 

ります。①通常枠 50万円、②創業枠 200万円、③後継者支援枠 200万円、 
④卒業枠 200万円、⑤賃金引上げ枠 200万円、⑥インボイス枠 100万円、いず 

れも補助率は 2/3です。補助金の概要や採択のポイントについて解説をしてい 
ただきますので、補助金申請を検討の際は、是非ご出席下さい。 

講師：中小企業診断士 武下 浩一郎 氏（佐賀県よろず支援拠点コーディネーター）    

武下氏は、新事業開拓など 15年以上の経験を活かして、補助金・経営計画書策定 

などの支援を得意とされています。 
 

事業承継に向けた体制整備を補助金で強化しませんか？  
～佐賀県事業承継円滑化事業補助金～ 

事業承継に、課題のある中小企業に対して、新たな商品開発・サービス導入及び、設備

投資等に関する補助事業です。子などへの親族内承継や、従業員への承継、第三者承継を

10年以内に計画がある事業所が補助事業の申請対象となります。 

補助率・上限額 補助率：1/2以内 補助上限額：100万円 

公募期間 令和 4年 6月 23日（木）～8 月 26 日（金）迄 

補助対象事業 【事業承継に向けた体制整備に取り組む以下の事業】 

①売上確保のための新たな商品開発・サービス導入 

（例：他業種等とのコラボ商品の開発、新サービスの導入等） 

②生産性向上のための設備投資 

（例：商品管理システムの導入、ITシステム内蔵型設備導入等） 

③後継者のいない事業者が第三者承継に取り組む事業 

（例：企業買収や、合併時の企業価値の算定費用など） 

当所の公式 Instagram でお店を紹介します！ 

当所の SNSは現在、補助金・セミナーなどの事業者へのお役立ち情報に加え、鳥栖近隣の

観光情報、お店情報、スポーツ情報、イベント情報を掲載中です。お店情報では、テーマに

合わせて、Instagramアカウントをお持ちの会員様

を中心に、お店をご紹介させていただきます。 

これを機会に、是非アカウントを作成して、当所

アカウントをフォローしてください！ 

【掲載例】 父の日酒屋オススメのお酒紹介 

        テレビ出演の事前告知 など 

作成者：中小企業相談所 藤光 


